
 

神戸市からのお知らせ（必ずお読みください） 

 

 

幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育の利用手続きには 

マイナンバーが必要です。 

 

 

平成28年１月より、個人番号（マイナンバー）制度が始まり、子どものための教育・保育、子育てのた

めの施設等利用給付の利用手続きの際に個人番号（マイナンバー）を申告していただくことになりました。 

神戸市では、教育・保育施設の利用手続きに合わせて、「個人番号申告書」を提出していただきますので、

以下のご案内をよくご確認ください。 

 

 

１．個人番号（マイナンバー）の申告が必要な場合 

（１）子どものための教育・保育給付認定、子育てのための施設等利用給付認定を申請するとき 

（新たに利用申込みをするとき） 

（２）認定・申請内容を変更申請するとき 

（３）支給認定証の再交付を申請するとき 

 

２．申告が必要な方 

○ 上記の申請をする方が申請者になります（通常は子どもの保護者）。 

○ 申請者・保護者と、教育・保育を利用する子どもの個人番号の申告が必要です。 

 

３．希望する認定区分ごとの手続き 

 

（１）保育利用をご希望の方（保育所・認定こども園・地域型保育利用、２号・３号認定） 

①申請者が来所する場合 ・ 区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口に「個人番号

申告書」を提出してください。 

・ その際、申請者の「個人番号確認書類」及び「本人確認書類」の

原本確認を行います。 

②同居の親族が（使者とし

て）来所する場合 

「個人番号申告書」、申請者の「個人番号確認書類（写し）」及び「本

人確認書類（写し）」を封筒に入れて、必ず封をして持参してく

ださい。 

③同居の親族あるいは同居

の親族以外の者が、代理

人として来所する場合 

「個人番号申告書」、申請者の「個人番号確認書類（写し）」、 

「委任状」（法定代理人の場合は戸籍謄本など）、「来所者の本人 

確認書類」をご持参ください。 
 

 

（２）教育標準時間（１号認定）の利用をご希望の方（幼稚園・認定こども園（朝～昼すぎ））、施設等利

用給付認定を受ける方 

申請者は、利用する園を通じて市に提出いただくことが基本となり、「個人番号申告書」と申請

者の「個人番号確認書類（写し）」及び「本人確認書類（写し）」を封筒に入れ、必ず封をしてご提

出ください。 

 

（３）郵送での手続きについて 

変更手続きや支給認定証の再交付時など郵送での手続きを行う際は、封筒に「個人番号申告書」

と申請者の「個人番号確認書類（写し）」及び「本人確認書類（写し）」を同封し、必ず封をして送

付いただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 



 

４．「番号確認」と「本人確認」について  

「個人番号申告書」の提出の際には、申請者の「番号確認」と「本人確認※」が必要となります。 

(１)個人番号確認書類（いずれか１点） 

  ①個人番号カード 

  ②通知カード 

  ③個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書 

  ※代理人が申請される場合は、来所される方の「本人確認書類」が必要です。 

 

(２)本人確認書類（A,Bのいずれか。Aの確認書類の場合は1点、Bの確認書類の場合は2点必要です。） 

Ａ 写真付き身分証明 Ｂ その他の本人確認書類 

・個人番号カード 

・住基カード（顔写真あり） 

・運転免許証 

・運転経歴証明書 

（平成24年４月１日以降交付） 

・パスポート 

・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・療育手帳 

・在留カード又は特別永住者証明証 

・その他官公署発行の写真付き身分証明書等で 

氏名、生年月日又は住所の記載があるもの 

・各種健康保険被保険者証（有効期限内のもの） 

・各種共済組合の組合証（有効期限内のもの） 

・健康保険証の資格確認書 

・年金手帳 

・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書 

・介護保険被保険者証 

・その他の官公署等からの発行書類で氏名、生年

月日又は住所の記載があるもの 

 

５．その他 
 
  「個人番号申告書」を提出いただく際に、個人番号の記載がなくても（個人番号がわからないなど）、

申請の受付は可能です。 

 

６．問い合わせ先 
 
 各区役所・支所保健福祉課こども福祉担当 
 

区役所・支所 所 在 地 電 話 

東灘区 東灘区住吉東町５－２－１ ０７８－８４１―４１３１ 

灘区 灘区桜口町４－２－１ ０７８－８４３－７００１ 

中央区 中央区東町１１５番地 ０７８－３３５－５１１１ 

兵庫区 兵庫区荒田町１－２１－１ ０７８－５１１－２１１１ 

北区 北区鈴蘭台北町１－９－１ ０７８－５９３－１１１１ 

北神区 北区藤原台中町１－２－１ ０７８－９８１－５３７７ 

長田区 長田区北町３－４－３ ０７８－５７９－２３１１ 

須磨区 須磨区大黒町４－１－１ ０７８－７３１－４３４１ 

北須磨支所 須磨区中落合２－２－６ ０７８－７９３－１２１２ 

垂水区 垂水区日向１－５－１ ０７８－７０８－５１５１ 

西区 西区糀台５－４－１ ０７８－９４０－９５０１ 
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